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【研究要旨】 

各国・地域から公表されている、栄養素摂取量に関するガイドライン作成に当たってのエビデン

ス収集方法について検討した。5 つの文書（①SACN Framework and methods for the evaluation of

evidence that relates food and nutrients to health （英国）、②USDA Nutrition Evidence Systematic 

Review: Methodology Manual (米国)、③Using Systematic Reviews to Support Future Dietary 

Reference Intakes: A Letter Report (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine

（NASEM） 米国)、④Methodological framework for the review of Nutrient Reference Values （オー

ストラリア・ニュージーランド）、⑤Nordic Nutrition Recommendations 2023 （NNR2023、北欧））の

内容をまとめた。本邦においても、①エビデンス収集のテーマ設定、②新たなシステマティック・レ

ビューが必要か否かの判断、③文献検索方法、④収集したエビデンスの質の評価法、⑤エビデン

スの統合・最終的な判断に関する事項、について、食事摂取基準策定の際に一定の考え方が示

されていると、作業効率や記述の質の向上が図れる可能性が考えられた。 

A. 背景と目的

日本人の食事摂取基準（以下食事摂取基

準）は多数の学術研究の結果に基づいて定め

られている。学術研究を集めるためには文献

レビューが実施される。文献レビューの方法に

ついて、食事摂取基準の総論では、システマ

ティック・レビューの手法を用いること、リサーチ

クエスチョンの定式化には可能な限り PICO 形

式を用いること、量・反応メタ・アナリシスから得

られる情報の利用価値が高いことなどの記述

があるが、より具体的な記述はない。日本人に

おける摂取実態、各栄養素の特徴、栄養素摂

取量と健康アウトカムの関連など様々なタイプ

の文献を収集する必要があるため、レビュー方

法を統一することは困難であるが、諸外国から

は、栄養関連エビデンスのシステマティック・レ

ビューをどう実施するべきか、さらにそれを用

いてどのようにガイドラインを策定していくべき

かについて、いくつか文書が発表されている。

本項ではこれらを収集、記載内容をまとめ、食

事摂取基準に応用可能な部分があるかを検

討した。 

B. 方法

B-1. 資料収集と内容のまとめ

英語で書かれた、栄養関連エビデンス収集

に関する資料、ガイドラインを収集した。論文

ではないため、各国のエネルギー・栄養素摂

取量のガイドラインに関するホームページの情

報を確認した。また、Google 検索（検索語：

nutrition, guideline sysdematic review）および

chatGPT（o1）を使用し、英語で食事摂取基準

に当たるガイドラインを定めている国（英国、米

国・カナダ、EU 諸国、オーストラリア・ニュージ
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ーランド）における、栄養関連文献のレビュー

についての文書・資料を検索した。得られた文

書を精読し、要点をまとめた。 

 

B-2. 食事摂取基準への応用可能性の検討 

 食事摂取基準に関連するエビデンス収集を

目的とした文献レビューの進め方、システマテ

ィック・レビューを実施するべきか否か、検索方

法、エビデンスの質の評価法などの観点から、

各資料の記述のうち本邦でも応用できる、ある

いは応用すべきと考えられる事項についてまと

めた。 

 

C. 結果 

C-1.  資料収集と内容のまとめ 

得られた文書は①SACN (Scientific 

Advisory Committee on Nutrition) Framework 

and methods for the evaluation of evidence 

that relates food and nutrients to health （英

国）（１）、②USDA (United States Department 

of Agriculture) Nutrition Evidence Systematic 

Review: Methodology Manual (米国)（2）、③

Using Systematic Reviews to Support Future 

Dietary Reference Intakes: A Letter Report 

(National Academies of Sciences, Engineering, 

and Medicine（NASEM） 米国)（3）、④

Methodological framework for the review of 

Nutrient Reference Values （オーストラリア・ニ

ュージーランド）（4）、⑤Nordic Nutrition 

Recommendations 2023 （NNR2023、北欧）（5）

であった。⑤はエネルギー・栄養素摂取量に

関するガイドラインそのものであるが、方法論

についても詳細な記述があるために採用した。

以下、各文書について詳述する。 

 

①SACN Framework and methods for the 

evaluation of evidence that relates food and 

nutrients to health （英国）： 

 SACN は the Office for Health Improvement 

and Disparities (OHID)の委員会であり、栄養

や関連する健康問題に関する独立した科学的

助言およびリスク評価を提供している。本文書

の要点は以下の通りである。 

 

・個別の研究をエビデンスとして用いる場合は、

randomised controlled trials (RCT)に重きが置

かれるが、十分な検出力が無かったり、経過観

察が短かったりする研究も多い。適切な RCT

が無い場合には、質の良い non-randomised

の介入研究や前向きコホート研究も考慮され

る。他のデザインの研究は、通常考慮されな

い。 

 

・システマティック・レビュー、特に RCT のメタ・

アナリシスを含む研究は強力なエビデンスを

提供する。SACN は、個別研究に関するシステ

マティック・レビューを新たに実施するよりも、

RCT や前向きコホート研究に関する既存のシ

ステマティック・レビューを利用することを優先

する。ただし、システマティック・レビューの質

や、システマティック・レビューの内容が SACN

のリサーチクエスチョンや選択基準・除外基準、

比較対象とどの程度一致しているかが問題と

なる。 

 

・異なるタイプのエビデンス評価方法を設けて

いる。i) Reports: full risk assessment を実施し

まとめた文書、 ii) rapid reviews: 短時間で行

う risk assessment に基づく文書で、優先度・緊

急度の高い事項に対するもの、特異的なリサ

ーチクエスチョンに対するもの、 iii) position 

statements: 専門家の見解を簡潔に示す文書、 

iv) joint reports/rapid reviews/position 

statements: SACN と他の学術団体とで合同

で発表する文書, v) updates to reports/rapid 

reviews/position statements: 既存の reports, 

rapid reviews, position statements に関し、新

規エビデンスが得られて見直しを行った文書 

 

・評価の範囲の決定には、以下の事項が考慮
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される。i) 評価を実施する理由、ii) 対象とな

る主要な栄養素、食事パターン、食品および/

または食品成分と、それらが健康や疾患に及

ぼすとされる影響、iii) 遺伝的エビデンス(必要

に応じ)、iv) 評価対象集団および健康・疾患

アウトカム、v) モニタリングおよびサーベイラン

スの結果、vi) 背景や現時点での知見、過去

の公的機関の報告書、非政府組織による質の

高いレビュー 

 

・エビデンス評価のプロセスは以下の通り。 

i) 実施する評価の種類を決め、その根拠を明

確にする、ii) リサーチクエスチョンおよび目的

を明確にする、iii) 参考にする文献の範囲を

設定する、iv) （文献の）選定基準を設定する、

v) 評価対象とする集団、介入（または曝露）、

比較対象、アウトカム（PICO）を提示する、vi) 

文献検索戦略を明確にする。 

 

・文献検索は、通常個別の研究ではなくシステ

マティック・レビューに限定される。文献検索戦

略として検索語、使用するデータベース、他の

情報源、含める研究のデザイン、出版物のタイ

プ（peer-reviewed かどうかなど）、出版日の範

囲、言語を明確にする。文献の選択プロセス

はフローダイアグラムで示す。その他、SACN

では、独立した 2 人でレビューを行うこと、ドラ

フトは public consultation にかけることなどを推

奨している。 

 

・各研究から得られた知見は、エビデンステー

ブルにまとめる。含めるべき事項は筆頭著者、

発表年、実施国、サンプルサイズ、研究期間、

適格基準および除外基準、食事調査法、曝露、

アウトカム、統計解析、主な結果、交絡因子の

調整（観察研究の場合）、および資金提供元

である。 

 

・見出された研究に対し、quality assessment 

tool で質の評価を行う。推奨されている tool は、

システマティック・レビューについては

AMSTAR2、RCT は ROB-2、non-randomised

の介入研究については ROBINS-I、

non-randomised の曝露に関する研究は

ROBINS-E、国や国際機関のガイドラインや各

種レポートについては AGREE-Ⅱである。 

 

・エビデンスの確実性の評価は、曝露－アウト

カムの組み合わせそれぞれについて別々に

行われる。どのシステマティック・レビューを選

択するかにおいては、適切に質の評価が行わ

れているか、多くの研究が含まれるか、最近発

表されたものか、を考慮する。メタ・アナリシス

を含むシステマティック・レビューが望ましい。

システマティック・レビュー同士の比較は、効果

の方向性と大きさ、サブグループ解析や感度

分析の結果、含まれる各個の研究の多様性や

重複について考慮する。 

 

・GRADE（Grading of recommendations, 

assessment, development and evaluation）を用

いてエビデンス全体の確実性について評価す

る。評価方法の詳細についても記述あり。 

 

・曝露－アウトカムの関連性に関する結論は、

次のような要素を考慮して導く。i) 検討対象と

なった研究の種類の妥当性および質、ii) 観

察された効果や関連の信頼性、特に関係の大

きさや、他の生活習慣因子（身体活動レベル

や喫煙など）による交絡の可能性、iii) 研究が

十分な数の研究および参加者に基づいており、

精度の高い推定が可能であり、かつ結果が検

討対象としている集団に一般化可能かどうか、

iv) 用量反応関係の有無、v) 観察研究にお

ける因果の逆転の可能性、vi) 観察された関

係の生物学的または機序的な妥当性、vii) 検

討中のアウトカムとの関連が、異なる集団、研

究デザイン、研究環境において一貫して観察

されているか 
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・最終決定には専門家の判断を仰ぐが、通常、

GRADE でエビデンスの確実性が high あるい

は moderate と評価されたときに public health 

recommendations を示す。 

②USDA Nutrition Evidence Systematic

Review: Methodology Manual (米国)： 

 USDA は米国農務省で、その中に the 

Nutrition Evidence Systematic Review (NESR) 

team が設けられている。この team に属する科

学者が栄養に関連する情報を収集するためシ

ステマティック・レビューを行っている。この文

書の要点は以下の通りである。 

・4 つの evidence synthesis product がある。i)

Systematic Review:  公衆衛生上重要な栄養

に関する問いに答えるために、体系的で透明

性があり、厳密かつプロトコルに基づいた手法

を用いて、該当するエビデンスの検索、評価、

統合、エビデンスの強さの評価を行う、ii) 

Rapid Review:  公衆衛生上重要な栄養に関

する問いに答えるために、効率化された体系

的レビュー手法を用いて実施されるエビデンス

統合プロジェクト。完全なシステマティック・レビ

ューの手法が必要ない場合や実施が困難な

場合に用いられる、iii) Evidence Scan 公衆衛

生上重要な栄養に関する問いやトピックにつ

いて、利用可能なエビデンスの量や特性を記

述するために、体系的な手法を用いて検索と

記述を行う探索的なエビデンス記述プロジェク

ト。迅速レビューやシステマティック・レビュー

の初期段階として実施されることもある、iv) 

Continuous Evidence Monitoring:  将来的な

システマティック・レビューに向けて、あらかじ

め定められた体系的レビューのプロトコルを用

いて、定期的にエビデンスを検索、スクリーニ

ング、準備するためのエビデンス収集プロセス

・NESR のシステマティック・レビューは

peer-review される。 

・まず、システマティック・レビューの問いが同

定される。その際には、次の点が考慮される。 

i) アメリカの栄養関連連邦プログラム、政策、

消費者教育の優先事項（「アメリカ人の食事ガ

イドライン」を含む）との関連性および潜在的な

影響、ii) 公衆衛生にとっての重要性、iii) 取り

組みの重複の回避。 

・問いのリストができたら、それはレビューされ

て、優先度や、これまでにレビューがされた問

いではないかが確認され、取捨選択される。レ

ビューを行って十分に情報が得られるかどうか

も考慮される。その際には、Evidence scan や

Continuous Evidence Monitoring の結果も考

慮する。 

・システマティック・レビューのプロトコルは分析

の枠組み、（論文の）選定および除外基準、統

合の計画などを含む。このプロトコルは、透明

性の確保、選択的な報告の防止、作業の重複

回避、査読や一般からの意見募集を推進する

ために、オンライン上で公開される。 

・分析の枠組みは PICO 形式で表される。主要

な交絡因子や媒介因子なども特定する。 

・統合の計画では、メタ・アナリシスの有無、可

視化の方法（エビデンステーブル、フォレスト

プロット、ギャップマップなど）を特定する。統

合の際には以下の因子を考慮する。i) 研究デ

ザイン ii) 研究対象集団 iii) 介入/曝露 iv) 

アウトカム v) 解析方法 vi) その他の因子（健

康状態など） 

・NESR は通常 RCT、non-RCT（介入研究）、コ

ホート研究、ネステッド症例対照研究を採用す

る。 

・（他、出版日、研究対象者の健康状態、言語、
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研究の実施国などにつき、詳細な記述あり。） 

 

・文献検索はNESRの司書が実施し、文献のス

クリーニングは NESR のアナリストが行う。全て

の過程は事前に定義され、プロセスのすべて

が公表される。取り込まれた文献も除外された

文献もリストが公表される。 

 

・PubMed/Medline, Cochrane, Embase が主に

使用される。（検索語やフィルターの仕様につ

いても記述あり。） 

 

・検索は、もう一人の司書によって peer-review

される。review を担当した司書はフィードバック

を行い、最終的な検索を実施、文書として結

果を報告する。 

 

・2 人のアナリストが文献のスクリーニングを行う。

タイトルチェック→抄録チェック→全文チェック

の順に進める。 

 

・選択された論文の引用文献や、関連するシ

ステマティック・レビューの引用文献などのマニ

ュアルサーチも行う。 

 

・一般的に論文から抽出されるデータは、研究

デザイン、実施国、サンプルサイズ、参加者の

特性（年齢、性別、人種／民族、社会経済的

地位、健康状態など）、独立変数および従属

変数とその測定方法、統計的な調整方法、結

果、限界点、および資金提供元である。これら

を表にしたり図示したりする。データは 1 人の

アナリストが行い、もう一人が内容を確認する。 

 

・バイアスの評価は 2 名のアナリストが行う。

RCT には revised Cochrane tools for 

randomized trials、non-randomized の介入研

究には ROBINS-I を、観察研究には

ROBINS-E を用いて評価する。 

 

・エキスパートグループが、エビデンスを統合

し、結論文を作成し、証拠の強さを評価し、今

後の研究に関する提言を行う。エビデンスは、

「強い（Strong）」「中程度（Moderate）」「限定的

（Limited）」「グレードを付けられない（Grade 

Not Assignable）」のいずれかのグレードに分

類される。グレードは、エビデンスの一貫性、

精度、バイアスのリスク、直接性、一般化可能

性といった要素に基づいて系統的に判断され

る。定量的な結果についてメタ・アナリシスが

行われることもある。（なお、エビデンスの一貫

性、精度、バイアスのリスク、直接性、一般化

可能性の 5項目を評価するためのルーブリック

と、結論文のグレードの判断基準は、文中で

表として示されている。） 

 

・すべてのシステマティック・レビューの経過と

結果が USDA のホームページ上で公表される。

（公表文書に何が含まれるべきかが文中で示

されている。） 

 

・実施されたシステマティック・レビューのアッ

プデートは、以前に行われたレビューのプロト

コルの確認の後検討される。アップデートの要

否の判断において、以下の因子が考慮される。

i) 既存のレビューにおける文献検索が実施さ

れた時期の新しさ ii) 研究分野における方法

論的な進展 iii) 既存のレビューにおける結論

文に付けられたグレード（低い時には新たなレ

ビューが必要な可能性が高い） iv) 撤回論文

が確認された場合 v) アップデートを行うに足

る新たなエビデンスが十分に存在するか （新

たなシステマシックレビューが必要かどうかの

フローチャートが文中に示されている。） 

 

・NESR によるエビデンススキャンは、公衆衛生

上重要な栄養に関する課題やテーマについ

て、利用可能なエビデンスの量や特性を調

査・記述する探索的なエビデンス記述プロジェ

クトを言う。システマティック・レビューの手法が
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とられるが、何らかの問いに答えることはしない。

システマティック・レビューのプロトコルの検討

やレビューに値するだけのエビデンスが存在

するか、問いの優先順位付け、どのレベルの

レビューを実施するべきか、レビューを実施す

るのにどれだけのリソースが必要かなどを明確

にするために実施される。この結果も、経過も

含めて文書で公表される。 

 

・Continuous Evidence Monitoring（CEM）は、

将来のシステマティック・レビューに備え、系統

的なレビュー手順に基づいて定期的にエビデ

ンスを検索・選定・準備するプロセスである。こ

れは、専門家グループによって作成された既

存のシステマティックレビュープロトコルを用い

て、継続的かつ定期的に文献を検索・スクリー

ニングし、場合によってはデータ抽出やバイア

スリスクの評価まで行うことを含む。Dietary 

Guidelines Advisory Committee の開催が 5 年

おき、2 年間なので、その間にエビデンスを集

積しておくことが当初のCEMの目的であった。 

 

・CEM の扱う問いは、以下の条件を満たすも

のとなる。i) 次回の Dietary Guidelines 

Advisory Committee で取り上げられる可能性

が高い、高優先度の事項 ii) 科学的な信頼性

が比較的高く、次回の委員会で大幅な変更が

加えられることが想定されない、承認済みのプ

ロトコルを有する事項。方法は、システマティッ

ク・レビューと同様のステップを踏むことになる

が、一定の周期で行われる。多くの場合、デー

タの抽出やバイアスの評価は行われない。 

 

・Rapid review は、システマティック・レビューが

不要、あるいは実施困難な時に行われる簡略

化されたレビューである。実施が適当な場合と

して、i) 緊急あるいは新たに生じた公衆衛生

上の課題への対応 ii) さまざまな介入、政策、

運営モデルの効果の評価 iii) 特定のテーマ

に関するエビデンスの現状の明確化 iv) 研究

の必要性の特定 v) コミュニケーションの主体

への情報提供。（文中では、full systematic 

review と rapid review の違いが図示されており、

rapid review の細かな方法も示されている。）  

 

③Using Systematic Reviews to Support Future 

Dietary Reference Intakes: A Letter Report 

(米国)： 

National Academies of Sciences, Engineering, 

and Medicine（NASEM）の、Standing 

Committee for the Review of the Dietary 

Reference Intakes Framework（食事摂取基準

（DRI）枠組みの見直しに関する常設委員会）

から発表されたレポートである。 

 

・次の 3 つの問いに答えようとしたレポートであ

る。i) 今後の DRI の検討において、新たに系

統的レビュー（systematic review）を実施する

必要があるのか、それとも質の高い既存の系

統的レビューを活用できるのか？ ii) 質の高

い既存の系統的レビューを活用できる場合、

適切な採用基準および除外基準は何か？ iii) 

既に公表された系統的レビューは更新可能

か？ 

 

・質が高く、透明性の高いシステマティック・レ

ビューが備えるべき特徴は以下の通りである。

i) 研究課題および内容が、DRI に関する意思

決定において関心のある集団（Population）、

介入および/または曝露（Interventions and/or 

Exposures）、比較群（Comparators）、およびア

ウトカム（Outcomes）に関連している（PI[E]CO

基準を満たしている）こと、 ii) 系統的レビュー

が、系統的レビューの手法に精通し、かつ利

用者や資金提供団体から独立した、資格を有

する専門家によって実施されていること、 iii) 

系統的レビューが査読を受けており、公に入

手可能であること、 iv) 系統的レビューが、金

銭的利益相反を含む重大な利益相反を有す

る関係者によって資金提供されていないこと。 
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・DRI で取り挙げるのに適切なシステマティッ

ク・レビューの条件として 9 項目が挙げられて

いる。 i) 実施方法が文書で明確に示されて

いるべきである ii) 既存の系統的レビューに

おける PI(E)CO 基準は、DRI の研究課題と密

接に一致している必要がある。特に、栄養素

や食品成分の摂取量または栄養状態を評価

するために用いられた手法に注意を払うべき

である。 iii) 系統的レビューに含める研究の

適格性に関する判断は、複数のレビュアーに

よって行われ、合意されるべきである iv) 既存

の系統的レビューで用いられている文献の出

版期間は、最新かつ関連性の高いエビデンス

が網羅されているかを確認するために考慮さ

れなければならない v) アウトカム、介入、摂

取量と反応の関係、方法論上のばらつきなど、

研究間の異質性にも配慮すべきである vi) 出

版バイアスや時間遅延バイアス、個々の研究

結果の報告に関するバイアス（報告バイアス）

など、エビデンスの信頼性に影響を及ぼすバ

イアスに関する議論が含まれているべきである

vii) 適切なツールを用いたバイアスリスクの評

価が含まれているべきである viii) エビデンス

の強さに関する評価が含まれているべきであ

る iv) 科学的な質は、AMSTAR 2 などの公認

された質評価ツールを用いて評価されるべき

である。（これらの基準は、Nordic Nutrition 

Recommendation’s Criteria for “Qualified” 

Systematic Reviews を参考にして決められてい

る。） 

・新たなシステマティック・レビューをするべき

か、既存のものを用いるべきかについてはフロ

ーチャートで示されている（図 1）。 

④Methodological framework for the review of

Nutrient Reference Values （オーストラリア、ニ

ュージーランド）： 

Australian Government Department of 

Health が New Zealand Ministry of Health と連

携して発行した文書で、オーストラリアおよび

ニュージーランドの Nutrient Reference Values

(NRVs)を見直す際の手順、方法論、評価基準

を定めることを目的としている。2006 年に策定

された NRVs を基準とし、その改定をどうしてい

くかという視点でまとめられている。3 つのセク

ション（i. NRVs の概念的基盤とその適用の明

確化 ii. NRVs 見直しのプロセス iii. NRVs の

導出方法）を含むが、本項では主に iiと iiiにつ

いて記述する。 

・本文書の方法論的な枠組みは図2のようにま

とめられている。 

・NRVsにおいて特に議論の多い重要な課題と

して以下の 3 点を挙げている。i) 健康アウトカ

ムとして「栄養欠乏の予防」と「慢性疾患の予

防」のいずれを用いるか ii) 生理的な必要量

あるいは食事における必要量のどちらを設定

するか（ビタミン D と K） iii) 栄養素間の相互

作用をどのように考慮するか。 

【NRVs 見直しのプロセス】 

・（NRVs に関連する研究の）動向の監視およ

び見直しの契機の特定が、文献レビューの開

始前から行われる。以下の点が考慮される。i) 

公衆衛生上の優先事項 ii) 他の先進国にお

ける NRVs の変更や進展 iii) 新たな科学的根

拠の出現 iv) 方法論的な厳密さへの懸念。 

・レビューが行われることになると、専門家によ

る検討委員会およびワーキンググループが招

集される。（それぞれの責務やチームの作り方

が文中に列記されている。） 

・報告文書として、ドラフトガイドライン（推奨さ

れる値のアウトライン）とテクニカルレポート（レ

ビュー過程の記録）が公表される。（ガイドライ

ンの構成も図として示されている。）これらは公
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的なウェブサイト上で公開され、少なくとも一度

はパブリックコメントの機会が設けられる。 

 

・基準の最終確定の前に、独立した専門家に

よるレビューが行われる。レビューの方法論に

関するレビューと、基準値案の適切性に関す

るレビューが行われる。 

 

【NRVs の導出方法】 

・耐容上限量以外の指標の導出は、図 3 に示

すステップで行われる。 

 

・問いの定義が初めに行われる。以下の点が

考慮される。i) 特定の年齢層において、現在

の NRVs に問題があるか ii) なぜ今、この栄養

素について見直すことが重要なのか、この栄

養素に特有の課題はあるか iii) 2006 年以降、

この栄養素の基準値に影響を及ぼしうる重要

な問題が発生しているか iv) 現在、集団の大

部分が推定平均必要量を満たしていない、あ

るいは耐容上限量を超えているという状況は

あるか v) 国民の栄養状態に関する正確な情

報は入手可能か vi) 特定の栄養素の改定

NRVs を公表するにあたり、オーストラリア健康

調査や関連するニュージーランドの調査結果

の公表を待つべきか vii) 検討すべき新たな

エビデンスがあるか viii) 既存の集団データ

やその他の研究から、毒性に関する新たな情

報が得られているか。 PICO 形式で問いを整

理することについても記述がある。 

 

・次にバイオマーカーを選択するが、選択の前

に栄養素欠乏状態における生理学的および

生化学的指標を明確に定義しておく必要があ

る。欠乏を予防するために必要な摂取量を特

定するには、食事摂取量と栄養状態との関連

を示す強固なバイオマーカーを選定する必要

がある。また、栄養状態と慢性疾患との関連を

明らかにするためには、欠乏予防のために用

いられたバイオマーカーでは捉えられない可

能性のある追加のバイオマーカーを選ぶ必要

がある場合もある。バイオマーカーを選択する

際に留意すべき点は以下の通り。i) 欠乏状態

の評価および慢性疾患予防に関連するエンド

ポイントを、エビデンスを選定する前に定義し

ておくこと ii) 欠乏状態の指標として用いるバ

イオマーカーが、測定可能かつ信頼性のある

ものであることを確認すること iii) 慢性疾患の

リスクを低下させるのに必要な栄養素摂取量

を評価するバイオマーカーは、主要な健康ア

ウトカムと関連しており、栄養素摂取により変化

し、それが疾患リスクの変化と結びついている

必要があること（バイオマーカーの変化が疾患

発症率の低下と明確に関連していることが重

要）。また、変化を最大限に引き出すために必

要な最小期間についての情報も必要。 iv) 健

康維持、代謝、酸化、炎症、心理的プロセスな

どにおいて中心的役割を担う複数のバイオマ

ーカーを測定することで、微量栄養素の状態

をより統合的に評価できる可能性があるため、

複数のバイオマーカーの使用を検討すること。 

 

・エビデンスおよびデータの特定と選定は、系

統的なアプローチによって行う必要がある。エ

ビデンスを選定する前に、その検討プロセスを

文書化し、一貫性と信頼性の高い手法を確保

する必要がある。文書には、研究を採用するた

めの包含基準、受け入れ可能なエビデンスの

レベル、異なる集団背景をもつ国際的研究を

どのように扱うかに関する指針、動物実験など

のエビデンスの取り扱いに関する方針等が記

述される必要がある。 

 

・エビデンスの選定は、まず IOM（米国医学研

究所）、EURRECA（欧州微量栄養素推奨整合

プロジェクト）、EFSA（欧州食品安全機関）によ

って最近行われた NRV に関する研究のレビュ

ーから始めるべきである。これらの機関による

最新の結論を考慮し、必要に応じて新たなエ

ビデンスに基づいて修正を加える。新たな研
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究の特定にあたっては、明確に定義された検

索語を用いてシステマティックな文献検索を行

う必要がある。また、研究を採用・除外する理

由を事前に明示し、選択的な検索ではなく客

観的なアプローチで行うことが重要である。 

・検索サイトとしてMedline, Cochrane database,

Embase、ウェブサイトとして FSANZ(Food 

Standards Australia New Zealand), EFSA, 

Food Standards UK, IOM は確認されるべきで

ある。それぞれから抽出された文献数、および

最終的に使われた文献が選択される過程のフ

ローチャートは示されるべきである。

・数値の設定のためには、以下の研究が必要

になるかもしれない。i) 栄養素と選択されたバ

イオマーカーとの用量反応関係

（dose-response relationship）を記述した研究、

ii) 選定したバイオマーカーが最大値に達する

までに必要な研究期間を検討した研究、 iii) 

個人間の反応のばらつきを調べた研究（これ

により、EAR から RDI を導出する際に、変動係

数（CV）として 10%以外を用いる科学的根拠が

あるかどうかを判断するための材料となる）、iv) 

栄養素または各種ビタミンのバイオアベイラビ

リティ（生体利用率）やバイオコンバージョン

（体内での変換）に関する研究。 

・レビュー対象となるエビデンスの選択に当た

り、考慮されるべき点は以下の通りである。i) 

可能であれば、対照群を含む研究が選定され

るべきであり、エビデンス選定においてできる

限り一貫性を保つよう努めること、ii) 適切なア

ウトカムと研究期間を有する介入研究

（intervention studies）は、可能な限り、「計算

による」ファクトリアルスタディや短期バランスス

タディよりも優先して扱うべきである、iii) すべ

てのエビデンスの一貫性は重要である、iv) 包

括的なレビューが必要と判断された場合は、

2002 年以前の研究も含めてすべての関連研

究を検索対象とすること、v) 疫学研究も考慮

すべきである。特に、栄養素の摂取量と疾患ア

ウトカムとの関連が見られない「否定的な疫

学」も重要。微量栄養素に関する肯定的な疫

学研究の結果は、RCT による確認がなされて

はじめて、EAR や RDI (recommended dietary 

intake)の変更に用いることができる。ただし、 

SDT (suggested dietary target、慢性疾患予防

のための値)のような「より柔軟な指標」に関し

ては、マクロ栄養素・微量栄養素のいずれに

おいても疫学的エビデンスを用いることができ

る、vi) 動物実験のエビデンスは耐容上限量

を設定する際に必要となる場合があるが、人

への外挿は困難である、vii) 試験の期間は、

選定されたバイオマーカーの変化を最大限に

引き出すのに十分である必要がある。 

・欠乏状態に関するエビデンスの選定におい

ては、以下が考慮されるべきである。i) 質の高

い系統的レビューおよびよく実施された RCT

やコホート研究のメタ回帰分析が、主なデータ

ソースとされるべきである、ii) 質の高い系統的

レビューやメタ回帰分析が存在しない場合に

は、適切に設計された単独または複数の二重

盲検 RCT を、可能な限り活用する、iii) 大きな

効果が確認された研究については、研究の格

付けを上げることを考慮する必要がある、iv) 

二重盲検 RCT の結果（およびそれに基づくメ

タ回帰分析）は、その栄養素の摂取量が対象

集団内でどの程度かという背景を踏まえて解

釈する必要がある。具体的には、欠乏症の発

症率、RCT で用いられた用量、現在の食事摂

取量、および欠乏率との整合性を評価すべき

である、v) 利用可能なエビデンスが限られて

おり、RCT がほとんど（またはまったく）存在し

ない栄養素については、以下の要素で研究を

特性づけるべきである：投与用量、サプリメント

または強化食品の形態、分析方法、対象集団、

栄養状態の変化に伴ってバイオマーカーに反

応が現れる最も長い介入期間。 
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・慢性疾患予防に関するエビデンスを選定す

る上で最も重要な点は、検討すべき課題（質

問内容）、主要アウトカムおよび副次的アウトカ

ムを明確に定義することである。マクロ栄養素

に関するエビデンスの選定に当たっては以下

を考慮する。i) 可能であれば、質の高い系統

的レビューやメタ・アナリシスを主要なデータソ

ースとして用いる、ii) 質の高い系統的レビュ

ーやメタ・アナリシスが利用できない場合には、

妥当性の確認されたバイオマーカーを用いた

RCT を可能な限り使用する、iii) 疾患アウトカ

ムを評価対象とする前向きコホート研究は、マ

クロ栄養素のレビューにおける受け入れ可能

なエビデンスの形式である。一方、横断研究

や症例対照研究は、原則として他のエビデン

スが存在しない場合を除き、避けるべきであ

る。 

 

・文献検索により抽出された各研究は、その質

が評価され、エビデンスの総体は「GRADE」ま

たは「FORM」手法のいずれかに従ってグレー

ド付けされる。（GRADE とFORM の詳細も文中

に記述されている。FORM は、Australian 

National Health and Medical Research Council

の定めた、ガイドライン策定の際に使用される

エビデンス評価手法） 

 

・FORM アプローチでは、エビデンスレベルは

研究デザインの強さによって決定され、I～IV

の 6 段階（III が 3 レベルに分かれる）で評価さ

れる。推奨全体のグレードは、エビデンス全体

の強さを示し、A～D の 4 段階で評価される。 

 

・一部の栄養素については、真に二重盲検化

された無作為化比較試験（RCT）がほとんど存

在しないため、エビデンスをグレード化すること

が困難な場合がある。例えば、バランススタデ

ィは介入研究ではあるものの、無作為化も盲

検化も対照化もされていないため、最良でもレ

ベル IV のエビデンスにしか該当しない。しかし、

特定の栄養素に関してはそれが唯一の利用

可能なエビデンスであり、それを用いて NRVs

を導出する必要がある。 

 

・栄養素摂取不足予防と慢性疾患予防のため

の推奨値を導出する際には、それぞれに異な

るアプローチを適用すべきである。栄養素摂

取不足予防に関しては、微量栄養素について

要因加算法（体内の各部位間での栄養素の

やり取り（プール間の交換）を測定し、維持と成

長に必要な損失量および需要量を推定する

方法）または用量反応（dose-response）アプロ

ーチ（栄養素摂取量と生理的・臨床的指標の

関係を検討する方法）のいずれかを用いるべ

きである。慢性疾患予防に関しては（微量栄養

素および主要栄養素の両方）、疫学研究と介

入研究を組み合わせたエビデンスが用いられ

る。この点については、図 4 に示す。 

 

・慢性疾患の予防に関する推奨値は、WHO 

Handbook for Guideline Development に基づ

いて導出すべきである。４つの主要なステップ

が示されている。i) 優先的に検討すべき質問

とアウトカムの特定 ii) オーストラリアおよびニ

ュージーランドの集団に適したエビデンスの収

集 iii) エビデンスの質の評価および異なる研

究タイプからのエビデンスの統合 iv) 得られ

た全体的なエビデンスに基づく推奨の策定。 

 

・推奨値が算出された後は、国際的な基準値

との比較、同一栄養素の中あるいは栄養素ご

とのレビューの間での一貫性の確認、推奨値

の妥当性の検討（新しい値が従来の値と十分

に異なるかどうか、値を変更しないことによる影

響）が必要である。従来の値から大きく変更さ

れる場合には、諮問委員会（Advisory 

Committee）は運営委員会（Steering Group）と

協議のうえ、独立した専門家によるレビューを

検討すべきである。 
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・推奨値の算定に当たり、研究データが存在し

ない集団への外挿が必要な場合、最も頻繁に

使用される 2つの外挿手法を選定している。体

表面積に基づく方法と、代謝体重（体重の

0.75 乗などで表される生理学的代謝に基づく

体重）および成長需要（成長に必要な栄養素

量）に基づく方法である。 

・栄養素には利益（benefits）とリスク（risks）の

両面が存在することなどを考慮すると、農業用

や工業用の化学物質に対して適用されるよう

な過度に保守的な（極端に安全側に倒した）

評価方法は、栄養素の耐容上限量の評価に

は適していない。十分な根拠のない耐容上限

量を設定してしまうと、FSANZ（オーストラリア・

ニュージーランド食品基準機関）が公衆衛生

上の課題に対応したり、食品への栄養素添加

の申請に柔軟に対応したりすることに大きな制

約が生じる。そのため、信頼に足る十分なエビ

デンスが存在しない場合には、耐容上限量を

設定すべきではないとされている。 

・耐容上限量に関しては、利用可能なデータ

が限られていることが多いため、RCT よりもエ

ビデンスレベルの低い研究を考慮する必要が

ある場合もある。動物からヒトへの用量レベル

の外挿は、栄養素に関しては非常に問題が多

く、一般的には適切ではない。よく設計された

動物研究よりも、ヒトにおける比較的質の低い

研究のほうが、耐容上限量を設定するうえでよ

り信頼性の高い根拠となる場合が多い。ヒトに

おいて高用量摂取による有害作用のエビデン

スが存在しない場合には、耐容上限量の設定

は適切でない可能性がある。しかしこれは、

「どのような摂取量であってもその栄養素が安

全である」と結論づけるものではなく、現実的

に達成可能な摂取量においては、明確な有害

作用が観察されていないという意味にとどま

る。 

・耐容上限量は、一般の健康な集団を対象と

して設定されるものであり、遺伝性疾患や他の

要因により一般集団よりも低い摂取量で有害

作用を受けやすいサブグループは含まれない。

可能であれば、感受性の高いサブグループを

特定し、その取り扱いを議論することが望まれ

る。 

・耐容上限量の設定において不確実性係数

（安全係数や補正係数）を適用する場合には、 

対象となる不確実性が明確に特定・評価され

ている必要がある。また、その係数の大きさに

ついては、不確実性の程度に照らして正当化

される必要がある。 

・耐容上限量を設定できない場合、または設

定が適切でない場合には、一般の健康な集団

における摂取の上限範囲（つまり、有害作用が

知られていない範囲での摂取量）を示すことが

有用かもしれない。データが不十分な場合に

高摂取量が必ずしも有害であるとは限らないこ

とを前提としつつ、既知の安全な摂取上限に

関する指針を提供できる。 

⑤Nordic Nutrition Recommendations 2023

（NNR2023, 北欧）： 

 Nordic Council of Ministers の主導の下、研

究者や専門家によって作成された、北欧およ

びバルト諸国の人を対象とする食生活に関し

て推奨される内容をまとめた文書である。栄養

素摂取量のみならず食品群、食事パターンな

どについても推奨される事項を示しており、さ

らに健康のみならず環境についても考慮して

いることが特徴である。方法論についても詳細

な記述があるため、ここで採用した。以下に、

栄養素に対して推奨される摂取量の策定方法

に関し、重要な点をまとめる。 

・栄養素摂取基準および食品摂取基準のエビ
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デンスの更新においては、qualified systematic 

reviews (qSR)が望ましい研究デザインである。

質の高いシステマティック・レビューを使用し、

また商業団体やイデオロギー団体による資金

提供が行われた研究は除外した。 

 

・システマティック・レビューの質の評価には明

確な基準を設け、基準をすべて満たしたシス

テマティック・レビューを qSRs として一覧表にし、

掲載した。 

 

・NNR2023 プロジェクトで qSR を行うためには、

以下の 8 ステップが含まれねばならない。 

i) 研究課題の明確な定義 ii) 事前に基準を

定めたプロトコルの作成 iii) 適切な文献検索

の実施 iv) プロトコルに従った研究のスクリー

ニングと選定 v) プロトコルに従ったデータ抽

出 vi) 特定の手順に基づいたバイアスリスク

の評価 vii) 特定の手順に従ったエビデンス

の統合と全体的強度の評価 viii) 標準化され

た基準に従った報告。 

 

・各システマティック・レビューは、バイアス評価

ツールを用いて評価された。例えば、RCT を

対象とした qSR では Cochrane の「Risk of Bias 

2.0」ツールを改変して使用、非ランダム化研

究に対しては ROBINS-I を使用し、観察研究

（前向きコホート研究、ケースコホート研究、症

例対照研究）に対しては RoB-NObS を用い

た。 

 

・NNR2023 は、栄養素・食品群とあらゆる関連

する健康アウトカムとの関連を対象とした、最

新かつ最高品質の qSR に基づいて構築される

べきであるが、そのためには数百にも及ぶ qSR

が必要となる。そのようなことを単独で実施す

るのはどの国の保健当局によっても不可能で

あり、各国当局間の国際的な連携と調和が求

められる。NNR2023 で採用したｑSR の作成に

は、以下の機関が関与している。The Institute 

of Medicine (IOM), National Academies of 

Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) 

(IOM was renamed to NASEM in 2011), the 

European Food Safety Authority (EFSA) and 

Nordic Council of Ministers。 

 

・NNR2023 における新規の qSR のテーマの検

討において、9 つのテーマが選定された。専門

家からの意見、市民からの意見募集に加え、

スコーピング・レビューが実施された。その後、

公募とスコーピング・レビューの結果を踏まえ、

NNR2023 委員会が以下のテーマを選定した。 

i) 小児におけるたんぱく質摂取と成長、およ

び過体重・肥満リスクとの関連 ii) 成人におけ

る豆類の摂取と心血管疾患および 2 型糖尿病

リスクとの関連 iii) 動物性たんぱく質と植物性

たんぱく質の摂取と心血管疾患および 2 型糖

尿病リスクとの関連 iv) 食事性脂質の質と、50

歳以上の成人におけるアルツハイマー病およ

び認知症リスクとの関連 v) ビタミン B12 摂取

量と、欠乏リスクのある集団におけるビタミン

B12 状態との関連 vi) 白肉の摂取と心血管疾

患および 2 型糖尿病リスクとの関連 vii) 妊娠

中、授乳期、または乳児期における長鎖 n-3

系脂肪酸のサプリメント摂取と、小児期におけ

る喘息およびアトピー性疾患のリスクとの関連 

viii) ナッツおよび種子の摂取と、心血管疾患、

2 型糖尿病およびそれらのリスク因子との関連 

ix) 0～5 歳児における食物繊維摂取と成長、

鉄状態、および腸機能との関連. 

 

・background review が行われた。36 の栄養素

および食品成分、15 の食品群、食事パターン

および食事全体パターンに関して、

background papers が執筆された。NNR2012 お

よび前もって実施されたスコーピング・レビュー

を出発点とし、各担当者は、自ら適切な文献

検索戦略を立て、NNR2012 以降に発表された

重要かつ関連性のある新しいエビデンスの評

価を行った。利用可能な場合には、qSR が
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background papers の主要な根拠として使用さ

れた。qSR でカバーされていない曝露―アウト

カムの組み合わせについては、他のレビュー

論文や原著論文を評価の対象とした。文献の

質はバイアス評価ツールなどを用いて評価さ

れた。全ての background papers はピアレビュ

ーを経て、一般公開による意見募集にも供さ

れた。これらの background review は、

NNR2012 以降における主な科学的アップデー

トの中核をなすものである。

・健康の側面のみならず、NNR2023 では、健

康と環境の両立を目指す食生活に関する科

学的助言を、国際的な枠組みと地域的な実情

を踏まえて提示することが試みられている。 

・NNR202３プロジェクトの組織は次のようにな

っている。Nordic Council of Ministers により業

務が委託され、Norwegian Directorate of 

Health が管理運営を行った。各国からの委員

を含む Steering committee が予算承認、COI

管理、進捗管理を行った。さらに、NNR2023 

committee が NNR2023 の企画運営、報告書の

発行、background papers の著者、査読者、SR

センター、Scientific advisory group の任命と管

理、COI 申告の審査を行った。Scientific 

advisory group は NNR2023 委員会を補佐する

専門家グループであり、内容の科学的妥当性

を高めるための第三者的視点を提供した。

Systematic review center が de novo のシステ

マティック・レビューを実施し、それ以外にも多

くの専門が関わっている。 

C-2.  食事摂取基準への応用可能性の検討

栄養素摂取量に関する基準策定の手順など

を示した文書を５つ確認した。日本人の食事

摂取基準の策定の手順に応用できるポイント

を以下のように整理した。 

①エビデンス収集のテーマ設定

 これまで、食事摂取基準改定に当たりどの部

分に焦点を絞ってエビデンス収集を行い、記

述を改めていくかについては、各章の担当者

が主に検討し、ワーキンググループで協議さ

れてきた。解決されるべきテーマの設定につ

いては、USDA の文書とオーストラリア・ニュー

ジーランドの文書で触れられている。それらを

合わせると i) 公衆衛生上の重要性、 ii) 自国

の政策・施策における優先事項との関連性、

影響 iii) 他国における栄養関連ガイドライン

の変更・発展 iv) 新たなエビデンスの出現 v) 

方法論の変化、が考慮すべき項目として挙げ

られている。それぞれ関連しあう部分もあるが、

本邦においても、同様の事項を考慮してテー

マ設定が行われるべきであろう。

また、候補として挙がったテーマが適切かど

うかを検討する場が必要である。専門家の中

で、例えば研究班や検討会などの場でテーマ

の適切性について議論をする機会が必要であ

るし、NNR2023 では、de novo でシステマティッ

ク・レビューをするテーマについては public

consultation も実施している。もとより、今回検

討した 5 文書を発表した国・地域においては

継続的にエビデンスの有無を監視する組織が

あるか、エビデンス収集の期間が長期にわた

る。そのため、「他国における栄養関連ガイドラ

インの変更・発展」「新たなエビデンスの出現」

「方法論の変化」といった事項については事前

にフォローができていると考えられる。本邦に

おいても、食事摂取基準の改定を目的として

短期的な活動を行うよりも、継続的にエビデン

ス収集をし、世界の動向を把握する必要があ

ると考えられる。 

②新たなシステマティック・レビューが必要か

否かの判断 

システマティック・レビューが非常に手間暇の

かかる作業であり、効率性の追求が必要であ

ることはどの文書にも記述されていた。既存の

システマティック・レビューが、日本人の食事摂
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取基準の改定に資するエビデンスを提供して

いるのであれば、それを積極的に採用すべき

である。SACNの文書では、個別研究に関する

システマティック・レビューを新たに実施するよ

りも、RCT や前向きコホート研究に関する既存

のシステマティック・レビューを利用することを

優先すると明記されていた。NASEM の文書に

は新たなシステマティック・レビューを実施すべ

きかどうかに関する判断のためのフローチャー

トが示されており、i) 現在提起されている問い

に答え得るシステマティック・レビューが存在す

るか ii) 既存のシステマティック・レビューの質

は十分か iii) 既存のシステマティック・レビュ

ーは十分に新しいか (既存のシステマティッ

ク・レビューを更新するだけの付加的なエビデ

ンスが十分存在するか) を考慮すべき項目と

して挙げている。NNR2023 では、既存の論文

から qualified systematic reviews を同定する作

業が行われており、適切なものが存在し、それ

が使用された場合には、書誌情報が一覧で示

されている。 

 

③文献検索方法 

 文献検索にはいくつかの文献検索サイトが

使用されることが通常であるが、それぞれの特

性を踏まえ、もれなく適切な文献収集を行うに

は相応の技術が必要である。USDA のマニュ

アルでは文献検索は司書が行うとされており、

本邦でもガイドライン作成などの経験のある司

書が文献検索を実施し、文献リストを作成する

ことが望ましいと考えられる。初めに、解決す

べき問いに答えられるシステマティック・レビュ

ーが既に存在するかを確認し、無い場合には

de novo のシステマティック・レビューを実施す

ることになる。いずれにせよ、検索語、使用す

るデータベース、他の情報源、含める研究の

デザイン、出版物のタイプ（peer-reviewed かど

うかなど）、出版日の範囲、言語などを明確に

し、検索を実施する。論文の選定基準、除外

基準を明確にした上で論文を取捨選択し、選

択された論文の結果をエビデンステーブルに

まとめていくことになる。 

 

④収集したエビデンスの質の評価法 

 論文の質の評価法については、4 文書に記

述があった。研究デザインによって、それにふ

さわしい質の評価ツールが示されている。記述

のあった評価ツールを表 1 にまとめた。本邦で

も、重要な記述の根拠論文については、評価

ツールを用いてその質を評価した上で引用す

る必要があると考えられる。 

 

⑤エビデンスの統合、最終的な判断に関する

事項 

 エビデンステーブルなどにエビデンスを集約

した後に、それを統合することになる。SACNの

文書では GRADE システムを用いてエビデンス

の総体を評価することとされている。GRADE シ

ステムでは、エビデンスの確実性は「高」「中」

「低」「非常に低」の 4 段階にランク付けされる。

RCT が根拠である場合は「高」、観察研究が根

拠である場合は「低」から始まり、Risk of bias、

非一貫性、非直接性、不精確さ、出版バイアス

が疑われる時には評価が下がり、大きな効果、

用量反応関係、交絡因子による過小評価があ

る場合には評価が上がる。USDA の文書では

独自のルーブリック（要素：エビデンスの一貫

性、精度、バイアスのリスク、直接性、一般化

可能性）が示されており、エビデンスは、「強

い」「中程度」「限定的」「グレードを付けられな

い」のいずれかに分類される。オーストラリア・

ニュージーランドの文書では GRADE システム、

あるいは FORM アプローチを用いてエビデン

スの総体の評価をすることとされている。

FORM アプローチでは、エビデンスレベルは

研究デザインの強さによって決定され、I～IV

の 6 段階（III が 3 レベルに分かれる）で評価さ

れる。推奨全体のグレードは、エビデンス全体

の強さを示し、A～D の 4 段階で評価される。 

 本邦でも、収集したエビデンスを全体として
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どう評価するかについて、一定の方法を示す

必要があると考えられる。しかし、オーストラリ

ア・ニュージーランドの文書に記述されている

ように、一部の栄養素では RCT がほとんど存

在せず、エビデンスの総体を既存の基準に基

づいて評価することが難しい場合もある。また、

栄養素を投与する形での RCT は、投与量が

通常の食事からの摂取量よりもずっと多く、通

常の食事からの習慣的摂取量を念頭に置く食

事摂取基準の根拠としては採用しがたい場合

があることも考慮する必要がある。 

 

D. 考察 

日本人の食事摂取基準において、策定方

法に関する詳細は総論に記述されている。文

献レビューの方法についても記述があるが、

2025 年版では 1 ページに留まる。今回、英国、

米国、オーストラリア・ニュージーランド、北欧

諸国から公表されている、栄養素摂取量に関

するガイドライン策定に資するエビデンス収

集・システマティック・レビューについての文書

を収集し、詳細な記述があることが確認でき

た。 

今回収集した文書にはそれぞれ特徴がある。

SACN（英国）の文書はガイドライン作成方法に

関する包括的な文書であり、de novo のシステ

マティック・レビューの実施よりも既存のシステ

マティック・レビューの活用に重きを置いている。

USDA（米国）の文書は、de novo のシステマテ

ィック・レビューの方法に特化した文書であり、

レビュー・プロトコルの作成や文献検索方法、

エビデンス統合方法などについて詳細な記述

がある。また、システマティック・レビューを行う

以前の、エビデンス出現の監視にあたるエビ

デンススキャンや Continuous evidence 

monitoring についても記述があり、実施するに

は体制の整備が必要ではあるものの、参考に

なる。NASEM（米国）の文書は、そもそも新た

なシステマティック・レビューの実施が必要かど

うかに関する考え方を示している。既存のシス

テマティック・レビューの質の評価に当たり、参

考になる視点を示している。オーストラリア・ニ

ュージーランドの文書は、既存の栄養素摂取

量に関するガイドラインを今後どのように改定

していくか、という視点で書かれている。改定を

考える要件が示されており、本邦でも参考にで

きる。バイオマーカーの選択に関する記述が

あることも特徴である。今後、日本人の食事摂

取基準においてもバイオマーカーの採用は増

える可能性がある。さらに、欠乏状態に関する

エビデンスの選定と慢性疾患予防に関するエ

ビデンスの選定について分けて記述があること

も特徴である。欠乏状態に関しては RCT が存

在しない栄養素も複数あるため、要因加算法

や用量反応アプローチを用いる必要があるこ

とが記述されている。耐容上限量の策定に関

しても、別項を設けて記述している。NNR2023

（北欧）は栄養素・食品摂取量に関するガイド

ラインそのものであるが、策定方法について詳

しい記述がある。可能な限り各栄養素につい

て qualified systematic reviews を定め、そこか

ら策定をする過程が示されている。各国、ある

いは国際機関から発表されたガイドラインの精

査の上で qualified systematic reviews が定めら

れており、国際協調の視点でも、効率の点でも

良いと考えられる。また、ガイドライン作成の前

に、各栄養素について background papers とし

て根拠論文の執筆が行われており、これも効

果的と考えられた。その上で、さらに 9 つのテ

ーマについて de novo のシステマティック・レビ

ューが行われている。 

 

E. 結論 

 各国・地域から公表されている、栄養素摂取

量に関するガイドライン作成に当たってのエビ

デンス収集方法について検討した。①エビデ

ンス収集のテーマ設定、②新たなシステマティ

ック・レビューが必要か否かの判断、③文献検

索方法、④収集したエビデンスの質の評価法、

⑤エビデンスの統合・最終的な判断に関する
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事項、について、食事摂取基準策定の際に一

定の考え方が示されていると、作業効率や記

述の質の向上が図れる可能性が考えられた。 

 

 

F. 健康危険情報 

なし 

 

G. 研究発表 

１. 論文発表 

  なし 

２. 学会発表 

  なし 

 

H. 知的所有権の出願・登録状況 

１. 特許取得 

  なし 

２. 実用新案登録 

  なし 

３. その他 

  なし 
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